
第        号   別紙５ 

公 用 
         地    図   閲  覧 
                の      申請書 
         地積測量図等   写し交付 
（登記所の表示） 京都地方法務局     出張所             令和   年   月   日申請 

申 請 人 
所 属 京都市 都市計画局 まち再生・創造推進室 

氏 名 
加味根 徹也，梅原 大生， 
喜多 小百合，青山 いずみ，林 克也，井上 真澄 

※物件ＩＤ 
種 別 

（✓印をつける） 
所        在 地 番 

家屋番号 
又は所有者 

請求 
通数 

備考 

 
１ □土地 

   

各１通 

 
２ □建物 

 
３ □土地 

    
４ □建物 

 
５ □土地 

    
６ □建物 

 
７ □土地 

    
８ □建物 

 
９ □土地 

    
10 □建物 

 
11 □土地 

    
12 □建物 

 
13 □土地 

    
14 □建物 

 
15 □土地 

    
16 □建物 

 
17 □土地 

    
18 □建物 

 
19 □土地 

    
20 □建物 

 
21 □土地 

    
22 □建物 

 
23 □土地 

    
24 □建物 

 
25 □土地 

    
26 □建物 

 
27 □土地 

    
28 □建物 

 
29 □土地 

    
30 □建物 

（どちらかに✓印をつける。） 

□ 閲覧    □ 写し 

 ※該当事項の□に✓印をつけ，所要事項を記載。 
 □ 地図・地図に準ずる図面（公図）（地図番号：     ） 
 □ 地積測量図・土地所在図 
    □ 最新のもの   □      年   月   日登記したもの 

 □ 建物図面・各階平面図 
    □ 最新のもの   □      年   月   日登記したもの 

 □ その他の図面（                    ） 
 □ 閉鎖した地図・地図に準ずる図面（公図） 
 □ 除却した地積測量図・土地所在図（     年   月   日除却） 
 □ 除却した建物図面・各階平面図 （     年   月   日除却） 

（目 的） 空家等対策の推進に関する特別措置法第１０条第３項に基づく権利関係調査のため 

（手数料） 昭和２４年５月３１日政令第１４０号登記手数料令第１９条により免除 

 

上記申請は公用であることを証明する。 

京都市都市計画局長 鈴木 知史 
 

 

 

公図 地積測量図 建物図面 旧公図 図面その他 

   
 

 
 



第        号   別紙５ 

登記事項証明書              公 用 
           登記簿謄本・抄本  

（登記所の表示） 京都地方法務局     出張所          令和    年    月    日申請 

申 請 人 
所 属 京都市 都市計画局 まち再生・創造推進室 

氏 名 
加味根 徹也，梅原 大生， 
喜多 小百合，青山 いずみ，林 克也，井上 真澄 

※物件ＩＤ 
種 別 

（✓印をつける） 
所        在 地 番 

家屋番号 
又は所有者 

請求 
通数 

備考 

 
１ □土地 

   

各１通 

 
２ □建物 

 
３ □土地 

    
４ □建物 

 
５ □土地 

    
６ □建物 

 
７ □土地 

    
８ □建物 

 
９ □土地 

    
10 □建物 

 
11 □土地 

    
12 □建物 

 
13 □土地 

    
14 □建物 

 
15 □土地 

    
16 □建物 

 
17 □土地 

    
18 □建物 

 
19 □土地 

    
20 □建物 

 
21 □土地 

    
22 □建物 

 
23 □土地 

    
24 □建物 

 
25 □土地 

    
26 □建物 

 
27 □土地 

    
28 □建物 

 
29 □土地 

    
30 □建物 

 ※共同担保目録が必要なときは，以下にも記載。 

 次の共同担保目録を「種別」欄の番号          番の物件に付ける。 
  □ 現に効力を有するもの   □ 全部（抹消を含む）   □（   ）第     号 

 ※該当事項の□に✓印をつけ，所要事項を記載。 
 □ 登記事項証明書・謄本（土地・建物） 
   専有部分の登記事項証明書・抄本（マンション名                ） 
    □ ただし，現に効力を有する部分のみ（抹消された抵当権などを省略） 
 □ 一部事項証明書・抄本（次の項目も記載） 
      共有者                    に関する部分 
 □ 所有者事項証明書（所有者・共有者の住所・氏名・持分のみ） 
    □ 所有者  □ 共有者                     
 □ コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿 
 □ 合筆，滅失などによる閉鎖登記簿・記録（     年  月  日閉鎖） 
 □ 移 記 閉 鎖 に よ る閉鎖登記簿・抄本 

（目 的） 空家等対策の推進に関する特別措置法第１０条第３項に基づく権利関係調査のため 

（手数料） 昭和２４年５月３１日政令第１４０号登記手数料令第１９条により免除 

 

上記申請は公用であることを証明する。 

 

京都市都市計画局長 鈴木 知史 

 
土地・証明 土地・閉鎖 建物・証明 建物・閉鎖 

 

 
   

交付申請書 


